


　名古屋市内に本店登記を有する企業（東京23区からの移転は除く）は 
　対象となりませんその他地域からの移転型

補助対象施設に勤務する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大企業の場合は、30人以上）

ただし、上記の正規常時雇用者のうち　　　      　（大企業の場合は、10人以上）が、本社機能等の移転に際し新たに本市内に住民登録をする者であること　

正規常時雇用者数15人以上

5人以上


